令和８年度神戸産の兵庫県認証食品定期販売業務委託仕様書
１　事業目的
県内有数の農業産地である神戸地域の農産物及び加工品等の定期販売を通じて、神戸地域の食の魅力を発信・ＰＲし、神戸産の兵庫県認証食品（以下「認証食品」という。）の認知度向上を図る。
２　事業概要

(1) 受託者は、神戸産の農産物及び加工品等の定期販売を行う。
(2) 期間は、令和８年４月から令和９年３月までとし、毎月1回定期販売を行うこととする。基本毎月第４水曜日の午前１０時から午後１時に販売することとする。

(3) 販売場所は、新長田合同庁舎１階（神戸市長田区二葉町5-1-32）とする。
　　なお、搬入車両等の駐車スペースはありません（荷積み下ろしスペースはあり）。
３　委託業務内容　
(1) 定期販売に係る神戸農林振興事務所及び関係者等との調整、連絡
(2) 販売品目の調整、商品の集荷・保管及び会場への商品搬入・撤去
(3) 販売員の配置及び商品の譲り渡しと商品代金の受け取り
(4) 上記業務についての実績とりまとめ、報告書の提出
※留意事項

・定期販売にあたっては、毎回、販売品目に必ず認証食品を入れるものとし、認
証食品と分かる形で販売する。

・神戸地域の農産物について、資料を掲示するなどして来客者にＰＲする。
・販売台は必要数を貸し出すことはできます。
４　委託業務内容の変更

委託業務内容を変更しようとする場合は、受委託者が協議して委託内容の変更を行うことができるものとする。

５　委託料の支払
委託料の支払は、委託契約の内容に従い、委託事業の完了後、受託者が提出する請求書（様式２号）により精算払いするものとする。

ただし、兵庫県神戸県民センター長（以下「センター長」という。）が必要であると認めたときは、委託料の一部または全額について前払いすることができる。

６　実績報告書

受託者は、委託事業が完了したときは遅滞なく実績報告書（様式３号）をセンター長に提出するものとする。
７　注意事項
(1) 受託者は、業務の実施にあたり、関係法令を遵守すること。
(2) 受託者は業務の実施にあたり、委託者と協議を行い、その意図や目的を十分に理解した上で行うこと。
(3) 受託者は、本業務において発生したリスクは自らが負担するものとし、委託者に対して一切の請求を行わないものとするとともに、委託者は本業務において発生した利益について、受託者に対して返還を求めないものとする。

(4) 本業務の実施にあたり疑義が生じた場合は、速やかに委託者と協議を行い、指示を仰ぐこと。
